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2015年および 2016年の資産再評価規則
 
経済政策パッケージ第 5弾の一部として、財務大臣は 2015年および 2016年の提出に向けた税務上の固定

資産の再評価に関する規則 No.191/PMK.010/2015（以下「PMK第 191号」）を 2015年 10月 20日を発効日

として公布しました。 
 
PMK第 191号は 2015年と 2016年のみを対象とした暫定措置としての役割を果たすため、既存の財務大臣

規則 No.79/PMK.03/2008（以下「PMK第 79号」）は当該期間において実質的に効力を失い、2017年以降

再び効力を生じることとなります。 
 
以下、当該暫定措置の要点をまとめました。 
 
対象に追加される納税者 
 

PMK第 191号では、既存の PMK第 79号下で当該措置の対象外であった以下の当事者を対象者とすること

を規定しています。 

 英語と米ドルにより帳簿を管理する納税者  

 PMK第 79号下における資産再評価から 5年が経過していない納税者 

 帳簿を管理する個人納税者 
 

固定資産の範囲  
 

PMK第 191号では、適格納税者はどの有形固定資産を再評価の対象とするかを選択し、それに対して部分的

な再評価を行うことができます。対照的に PMK第 79号では、再評価はすべての有形固定資産（土地を含む

か否かを問わず）に対し実施する必要があります。 
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最終課税の納付 
 
PMK第 191号では、当該措置の適用前に最終課税（源泉分離課税、final tax）の納付が要求されます。一方、既存の PMK

第 79号では、納税者による資産再評価の内容を国税総局が吟味し、その裁定を公表してから 15日以内に、納税者による

最終課税の納付が要求されます。 
 
PMK第 191号下の追加規定、要件および最終課税率 
 
既存の PMK第 79号では、認定鑑定士が再評価を実施した（が、税務上での評価にはまだ付されていない）場合にのみ納

税者は当該措置の適用を申請することができます。一方、PMK第 191号では、認定鑑定士による再評価を実施していない

場合でも、適格納税者に対し全ての要件を満たすための猶予期間を認めることで当該措置の適用を可能にしています。 
 

PMK第 191号では以下の 2つのケースにおける規則を規定しています。 
 

1. 認定鑑定士による固定資産の再評価が行われたケース  
 

PMK第 191号で要求される必要書類は、以下のとおり、PMK第 79号のそれと類似します。  

a) 税金納付書（Surat Setoran Pajak/SSP） 

b) 再評価された固定資産の一覧 

c) 認定鑑定士の営業許可証のコピー 

d) 固定資産再評価報告書 

e) 再評価前の直近の財務諸表 
 
PMK第 79号との違いは税金納付書の要件に関するもので、上記の「最終課税の納付」の部分で既述した手続上の差

異によるものです。 
 
適用される最終課税率は、以下のとおり、納税者が申請書を提出する時期により異なります。 

 3% - 2015年に提出した場合 

 4% - 2016年 1月から 6月の間に提出した場合 

 6% - 2016年 7月から 12月の間に提出した場合 
 

2. 認定鑑定士による固定資産の再評価が行われなかったケース 
 

固定資産が認定鑑定士により再評価されなかった場合でも、納税者は固定資産の見積価額を用いることで当該措置の

適用を申請することができます。当該措置の初期申請時の適用は以下の書類を提出するだけで済みます。 

a) 税金納付書（最終税金は見積価額に基づき納付される） 

b) 見積価額が算出された固定資産の一覧 
 

当該措置の初期申請において適用される最終課税率は、上記 1のケースで記載した税率と同様であり、納税者が申請

書を提出する時期により異なります。 
 
納税者は当該措置の初期申請の後、認定鑑定士による再評価を行い、また追加の最終課税（該当する場合のみ）を納

付し、最後に以下に規定する期日までに追加の必要書類を提出しなければなりません。  

 2016年 12月 31日 – 初期申請が 2015年の場合 

 2017年 6月 30日 – 初期申請が 2016年 1月から 6月の場合 

 2017年 12月 31日 – 初期申請が 2016年 7月から 12月の場合 
 
再評価額が見積価額を上回る場合、追加の最終課税を納付しなければなりません。最終課税率は最終課税の納付時

期により異なります。適用税率は以下のとおりです。 

 3% - 2015年に再評価を行い、最終課税が納付された場合 

 4% - 2016年 1月から 6月の間に再評価を行い、最終課税が納付された場合 

 6% - 2016年 7月から 12月の間に再評価を行い、最終課税が納付された場合 

 10% - 2017年に再評価を行い、最終課税が納付された場合 
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再評価を実施し、追加の最終課税が納付された後、納税者は以下の追加の必要書類を上記の期日までに提出しなけ

ればなりません。                                                                         

 税金納付書（再評価額が見積価額を上回る場合） 

 上記 1のケースで記載した書類の内、(b) から (e)  
 

再評価額が見積価額を下回る場合は、その余剰分は本来納付対象外であった（過誤払い）税金として扱われます。 
 

期日までに認定鑑定士による再評価が行われなかった場合は、当該措置の適用申請は取り消されたものとみなされ、

また初期申請期間中に納付された最終課税は本来納付対象外であった（過誤払い）税金として扱われます。 
 
類似の条項  
 
1. 減価償却規則 

 
減価償却は再評価後の資産価値に基づき行われ、また耐用年数は資産の分類に従い新たに適用されます。会計上の

減価償却は以下のタイミングで開始します。 

 2015年に再評価を実施した場合 – 2016年 1月 1日 

 2016年または 2017年に再評価を実施した場合 – 再評価を実施した月 
 

2. 制限期間 
 

再評価済み資産の売却が制限される期間は以下のとおりに規定されます（PMK第 79号下の規定と同様）。  

 第 1分類および第 2分類に属する固定資産 – 新たに適用される耐用年数の終了前に売却はできない 

 第 3分類、第 4分類、土地および建物類に属する固定資産 – 再評価後 10年間は売却できない  
 

3. 制限期間の規則に違反した場合のペナルティー 
 

制限期間の規則に違反した場合、追加で 25%の税率による最終課税の対象となり、当該税額から納付済み最終課税

額を差し引いた金額がペナルティーとして追徴されます。 
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上記の国際税務アップデートに関してご質問等ございましたら、PwCの御社担当者までお気軽にお問い合わせください。 
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